
 

 

 

   2025 年 7 月 9 日 

各 位 

会 社 名 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 

代表者名 代表取締役社長  庵 下  伸 一 郎 

（コード番号：6085 東証グロース） 

問合せ先 執行役員 管理本部長    生 島 始 郎 

        （TEL．06－6363－1256）   

 

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ 

 
当社は、当社の株主である中谷宅雄氏より、会社法第 297 条第１項の規定に基づき、臨時株主総会招

集の請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面（2025年 7月 4日付「臨時株主総会招集請求

書」。以下「本請求書」といいます。）を 2025年 7月 7日に受領し、同日に受領した個別株主通知に

より同氏が本請求を行うための要件を満たしていることを確認いたしましたが、本請求書に誤記がご

ざいましたので、修正版の再送を代理人に依頼し、本日受領いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

記 

 

 １．本請求をした株主の概要 

中谷宅雄 

中谷宅雄氏は、当社の総株主の議決権の 100 分の３以上の議決権を６ヶ月前から引き続き保有し

ている株主であります。  

 

２．本請求が行われた年月日 

 2025 年 7月 7日  

 

３．本請求の内容 

（１）臨時株主総会の目的事項 

 議案１ 取締役 庵下伸一郎解任の件 

 議案２ 取締役 チンユウヤオ解任の件 

 議案３ 取締役 石崎謙二解任の件 

 議案４ 監査等委員である取締役 吉原慎二解任の件 

 議案５ 監査等委員である取締役 四倉佐千夫解任の件 

 議案６ 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件 

 議案７ 監査等委員である取締役２名選任の件 

（２）議案の要領及び提案の理由  

本請求を原文のまま別紙として添付しておりますので、ご参照ください。  

  

４．臨時株主総会の招集請求への会社の対応方針 

本請求に対する当社の対応方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示

いたします。 

 

５．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 本請求の議案１から議案５の対象者は、2025 年６月 27 日開催の当社第 18 期定時株主総会（以下

「本定時株主総会」といいます。）における会社提案の取締役候補者あり、本定時株主総会にお

いて就任が承認されております。また、本請求の議案６及び議案７の候補者は、本請求の臨時株



 

 

 

主総会における中谷宅雄氏による株主提案の取締役候補者です。定時株主総会における会社提案

及び株主提案の取締役候補者については、第 18 期定時株主総会招集ご通知及び添付の本請求書を

ご参照ください。  

以 上  
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